
議案第２号 

   富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

  平成２２年６月１日提出 

                      富津市長  佐久間 清 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政

令（平成２２年政令第４５号）の施行に伴い国民健康保険税の課税限度額を引上げ

ること、及び地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）の施行に

伴い非自発的失業者に係る同税を軽減するとともに旧被扶養者に係る同税の軽減を

継続するため、条例の一部を改正するものである。 



富津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 富津市国民健康保険税条例（昭和４６年富津市条例第４９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第２項中「４７万円」を「５０万円」に改め、同条第３項中「１２万円」

を「１３万円」に改める。 

 第１１条各号列記以外の部分中「４７万円」を「５０万円」に、「１２万円」を「１

３万円」に改め、同条第１号中「第７０３条の５第１項」を「第７０３条の５」に、

「法第３１４条の２第２項に規定する金額」を「、３３万円」に改め、同条第２号

及び第３号中「第７０３条の５第１項」を「第７０３条の５」に、「法第３１４条の

２第２項に規定する金額に、」を「、３３万円に」に改め、同条の次に次の１条を加

える。 

 （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第１１条の２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規定する

特例対象被保険者等をいう。第１２条の２において同じ。）である場合における第

３条、第５条の３、第６条及び前条の規定の適用については、第３条第１項中「規

定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第１１条の２に規定する

特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当

該給与所得については、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第２項の

規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。

次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、前条第１号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額（次条に規定する特例

対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給

与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１０

０分の３０に相当する金額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）」

とする。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

 （特例対象被保険者等に係る申告） 

第１２条の２ 国民健康保険税の納税義務者は、当該納税義務者又はその世帯に属

する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等



である場合には、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければなら

ない。 

 (1) 世帯主の氏名及び住所 

 (2) 特例対象被保険者等の氏名 

 (3) 離職年月日 

 (4) 離職理由 

 (5) 離職した会社等の名称、所在及び連絡先 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 前項の申告書を提出する国民健康保険税の納税義務者は、特例対象被保険者等

の雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第

１７条の２第１項第１号に規定するものをいう。）その他の特例対象被保険者等

であることの事実を証明する書類を提示しなければならない。 

 附則第３項中「（昭和４０年法律第３３号）」を削り、「第７０３条の５第１項」を

「第７０３条の５」に改める。 

 附則第１４項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の

特例等に関する法律」に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に

改める。 

 附則第１５項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に、「租税

条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に

改め、附則に次の１項を加える。 

 （平成２２年度以降の旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免の特例） 

１７ 当分の間、平成２２年度以降の第１４条の２の規定による国民健康保険税の

減免については、同条第１項中「該当する者（被保険者の資格を取得した日（以

下この項において「資格取得日」という。）の属する月以後２年を経過する月ま

での間にある者に限る。以下「旧被扶養者」という。）」とあるのは「該当する

者（以下「旧被扶養者」という。）」とし、同項第１号中「資格取得日」とある

のは「被保険者の資格を取得した日（以下この項において「資格取得日」という。）」

とする。 



   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の富津市国民健康保険税条例の規定は、平成２２年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、平成２１年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 


